様式第5号(第7条関係)
　(表)
	8.5cm
	　

	
第　　　　　号　　

立入調査員証

職名　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　
	6
cm

	

	年　　月　　日生　　
	

	
　上記の者は、彦根市旅館等建築規制に関する条例に基づく立入調査を行う職員である。
　　　　　　年　　月　　日

彦根市長　　　　　　　　　　印　
	


　(裏)
	

彦根市旅館等建築規制に関する条例(抜すい)


　　(立入調査)

第7条　市長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、建築主その他の関係者から必要な報告を求め、または職員に建築現場または建築中もしくは完成後の建築物内に立ち入り、必要な調査を行わせることができる。
　2　前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
	　



